
 
 

 

 

 

 

 

 

 

てんかんは、「てんかん発作」を繰り返し起こす慢性的な脳の疾患で、自分の意思と関係なく脳神経

の過剰な活動が起こり、様々な発作症状が引き起こされます。 

長野県では、てんかん診療の課題を整理し、てんかん診療体制について検討するための会議を以

下のとおり開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日時 

      令和８年２月３日（火） 17:00～18:30 

２ 方法 

      会場とオンライン（Zoom）のハイブリッド開催 

      配信会場：長野県庁西庁舎 302号会議室（予定） 

３ 会議事項（予定） 

（１） 本県のてんかん支援体制について 

（２） 長野県てんかん支援拠点病院について 

（３） その他 

４ その他 

会議は、会議事項（１）及び（２）のみ公開で行います。  

取材または傍聴を希望される方は、２月２日（月）午前 11時までに当課へご連絡ください。 

 

 【疾病・感染症対策課 心の健康支援係】 

（電話：026-235-7109、メール：kokoronokenko@pref.nagano.lg.jp） 

長野県（健康福祉部）プレスリリース 令和８年（2026年）1月 27日 

令和７年度てんかん診療・支援体制検討会議 

（てんかん治療医療連携協議会）を開催します 
 

（問合せ先） 
担 当 疾病・感染症対策課 

心の健康支援係 中島、山嵜 
電 話  026-235-7109（直通）  
    026-232-0111（代表） 内線 4112 
F A X  026-235-7170 
E-mail kokoronokenko@pref.nagano.lg.jp 

てんかん診療・支援体制検討会議（てんかん治療医療連携協議会）とは 

本県におけるてんかん診療の課題を整理し、てんかん診療体制の確保を含めた支援体制について検討

するため令和元年に設置 

てんかん支援に関する学識や経験を有する医療、当事者、家族、支援機関、行政等の代表により構成 

mailto:kokoronokenko@pref.nagano.lg.jp

